
大磯町私立高等学校等就学支援補助金制度について

　町では、経済的理由により私立高等学校等（※１）への就学が困難な者又は就学の継続が
困難な者に対し、就学支援補助金を支給します。
　貸付制度ではないので、返還の必要はありません。

○支給の対象となる方

　就学支援補助金を受けることが出来る方は、生徒の保護者又は成人に達した生徒で、次の
（１）～（３）の要件をすべて満たしている方とします。

（１）　神奈川県内の私立高等学校、私立中等教育学校後期課程、私立専修学校高等課程に
　　　　在学していること。

（２）　生徒と保護者が共に町内に居住し、町の住民基本台帳に記録されている者又は外国
　　　　人登録法による町の外国人登録原票に登録されていること。

（３）　学資の支弁が困難と認められること（平成２2年中の世帯の所得金額が町で定める
　　　　基準額以下※２）。

○支給される金額

　支給対象期間　　　　　　　　　　４月～翌年３月まで
　支給回数　　　　　　　　　　　　２回（概ね　８月下旬・２月下旬）
　私立高等学校等授業料への補助　　年額　最高　６０，０００円

　国や神奈川県の支援制度や減免制度との併用申請は、可能です。しかし、就学支援補助金
の支給額は、他制度の支援金又は補助金等を合わせた額が、実費授業料を超えない額としま
す。

○支給特例措置

　次のいずれかの理由により、世帯の現年中の収入見込額が前年収入額と比べ著しく減少
し、現年の収入見込額が学資の支弁が困難と認められる方も対象となります。

（１）　保護者の死亡、離婚。

（２）　保護者が被災、長期療養、倒産又は雇用者の都合による退職など。

裏面に続く



世帯の人数 ２人以下 ３人 ４人 ５人 ６人

所得基準額（概ね）
（右の基準額以下）

１９５万円 ２７５万円 ３２５万円 ３７５万円 ４１５万円

給与収入換算額
（概ね）

３１０万円 ４１５万円 ４７０万円 ５３５万円 ５９０万円

○申請に必要な書類

（１）世帯全員の収入（所得）金額を証明するもの

○問合せ先
　大磯町教育委員会　子ども育成課
　　電話　０４６３－６１－４１００　ＦＡＸ　０４６３－６１－１９９１

※２　基準金額の参考例

　「所得金額」とは
　・給与収入の場合
　　前年の総収入金額から給与所得控除額を差し引いた後の金額
　・給与所得以外の所得（営業所得など）
　　前年の総収入金額から、所得税法により算出した必要経費を差し引いた後の金額

　　※１　「私立高等学校等」とは、私立学校法に規定する私立高等学校、私立中等教育学
　　　　　校の後期課程、私立特別支援学校の高等部、私立高等専門学校、私立専修学校高
　　　　　等課程をいう。

申請は、７月３１日までにお願いします
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